
   特定妊婦と疑われる者に対する支援の実施に関する要綱  

（総則）  

第１条  特 定 妊 婦 と 疑 わ れ る 者 に 対 し 支 援 を 行 う 事 業 （ 以 下 「 事 業 」 と い 

う。）については、別に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところに

よる。  

（対象者）  

第２条  事業の対象者は、市内に住所又は居所を有する特定妊婦であると疑わ

れる者とする。  

（事業内容）  

第３条  事業の内容は、母子保健医療対策総合支援事業の実施について（平成

17年８月 23日雇児発第  0823001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）

に基づき、生涯を通じた女性の健康支援事業の一環として行う、対象者の面

接相談、必要に応じた対象者の医療機関の受診への同行及びその受診等の費

用の負担とする。  

（委託）  

第４条  市長は、事業の一部を病院又は診療所（以下「委託医療機関」とい

う。）に委託するものとする。  

（面接相談等）  

第５条  対象者は、面接相談を希望するときは、相談票（第１号様式）を市長

に提出するものとする。  

２  市長は、前項の規定による面接相談の結果、対象者の委託医療機関におけ

る受診が必要であると判断したときは、対象者の受診に保健師を同行させる

ものとする。  

３  委託医療機関における検査の内容は、基本健診、尿検査、超音波検査等と

し、その費用は、市が負担するものとする。  

（健康診査の結果の確認）  

第６条  市長は、妊娠判定検査受診の確認を、一般社団法人横須賀市医師会

（以下「医師会」という。）に委託して行うものとする。  

２  医師会は、確認の状況を１月ごとに妊娠判定検査受診状況報告書（第２号

様式）及び妊娠判定検査受診結果報告書（第３号様式）により翌月末日まで

に市長に報告するものとする。  

（その他の事項）  

第７条  この要綱の施行に関し必要な事項は、こども家庭支援センター長が定

める。  



   附  則  

 この要綱は、平成 31年４月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 第１号様式（第５条第１項関係）  

 

相談票  

 

                          年  月  日  

（あて先）横須賀市長  

                    住所  

                相談者  氏名          

                    電話  

生 年 月 日  

 

続 柄  

 

（相談者が本人以外の場合の本人の氏名）  

相 談 内 容   

 相談内容について、必要に応じて関係各課と情報共有することに同意

します。  

 

年  月  日                  氏名  

 

（事務処理欄）  

 

 



第２号様式（第６条第２項関係）  

 

妊娠判定検査受診状況報告書  

年  月  日  

（あて先）横須賀市長  

 

所在地  

名称  

代表者         ○印  

 

 妊娠判定検査受診状況に関する確認を次のとおり報告します。  

 

      年    月    分  確認件数        件  

 

医療機関別内訳  

番号  医  療  機  関  名  件数  

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３号様式（第６条第２項関係）  

 

妊娠判定検査受診結果報告書  

 

  受診者氏名              生年月日     年  月  日  

 

  受診者住所  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  受診年月日            年  月  日  

   

以上のとおり報告します。  

         年   月   日       医 療 機 関 名 

                            医療機関所在地  

                            電 話 番 号 

                            担 当 医 師 氏 名                   

 

受診結果  


